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風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
無
許
可
で
の
営
業
に
対
し
て
罰
則
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
鑑
み
、
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
該
当

す
る
営
業
形
態
を
、
広
く
関
係
者
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
解
釈
運
用
基
準
等
に
お
い
て
明
確
に
定
め
る
と
と
も
に
、
都
道
府

県
警
察
に
お
い
て
事
業
者
か
ら
の
相
談
に
適
切
な
対
応
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ら

を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
法
の
趣
旨
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

二

風
俗
営
業
及
び
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
に
つ
い
て
、
営
業
所
の
構
造
や
設
備
等
の
基
準
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
照
度

、

。

及
び
そ
の
測
定
方
法
並
び
に
面
積
に
つ
い
て
具
体
的
か
つ
明
確
に
定
め

基
準
の
趣
旨
や
内
容
に
つ
い
て
周
知
を
図
る
こ
と

三

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
営
業
可
能
な
地
域
の
指
定
に
関
し
て
は
、
関
係
す
る
事
業
者
や
地
域
住
民
の
意
見
を
聴
い
た
上

で
、
政
令
に
お
い
て
適
切
に
定
め
る
こ
と
。

四

本
法
の
施
行
前
か
ら
風
俗
営
業
や
飲
食
店
営
業
を
営
む
者
が
、
本
法
に
基
づ
く
規
制
に
つ
い
て
円
滑
に
対
応
で
き
る
よ
う

周
知
し
、
行
政
手
続
法
第
六
条
の
趣
旨
に
鑑
み
、
速
や
か
に
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
が
そ
の
業
務
の
適
正
化
と
営
業
の
健
全
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
組
織
す
る
団
体
に
よ
る

自
主
的
な
取
組
を
支
援
す
る
こ
と
。

六

特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
新
設
及
び
風
俗
営
業
の
営
業
時
間
制
限
の
緩
和
等
に
伴
い
、
営
業
所
の
周
囲
の
風
俗
環
境
が
大

き
く
変
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
風
俗
環
境
保
全
協
議
会
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
良
好
な
風
俗

環
境
が
保
全
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

七

本
法
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
表
現
の
自
由
、
営
業
の
自
由
等
憲
法
等
で
保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
的
人
権
に
配
慮
し
、
職

権
が
濫
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
留
意
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


